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難
病
助
成
制
度
の
請
願
で
加
古
川
・
高
砂
市
が
趣
旨
採
択　
　

　
　
　
　
　

   
 

助
成
対
象
の
拡
充
を
求
め
る
意
見
書
を
国
に
提
出

　

加
古
川
・
高
砂
支
部
は
、
西
村
正
二
支

部
長
が
請
願
人
及
び
陳
情
人
と
な
り
、
加

古
川
市
及
び
高
砂
市
に
対
し
て
難
病
医
療

費
助
成
制
度
の
改
善
を
求
め
る
請
願
書
・

陳
情
書
を
提
出
し
て
い
た
が
、
３
月
議
会

で
い
ず
れ
も
「
趣
旨
採
択
」
と
な
り
、
各

市
よ
り
国
に
対
し
て
意
見
書
（
左
上
に
掲

載
）
が
提
出
さ
れ
た
。

　　

加
古
川
市
で
は
、
西
村
支
部
長
の
協
力

で
最
大
会
派
「
志
政
加
古
川
」
代
表
の
木

谷
万
理
議
員
に
紹
介
議
員
と
な
っ
て
い
た

だ
き
請
願
を
行
っ
た
。
12
月
18
日
の
定
例

議
会
で
は
多
数
決
で
「
継
続
審
議
」
と
な
っ

て
い
た
が
、
3
月
9
日
の
定
例
議
会
で
再

度
審
議
が
行
わ
れ
た
結
果
、
提
出
し
て
い

た
請
願
書
の
一
部
を
訂
正
し
た
上
で
、
全

会
一
致
の
「
趣
旨
採
択
」
と
な
っ
た
。

　

高
砂
市
に
は
紹
介
議
員
を
つ
け
な
い
陳

情
を
行
っ
て
お
り
、
12
月
18
日
の
定
例
議

会
で
多
数
決
で
「
継
続
審
議
」
と
な
っ
て

い
た
が
、
3
月
9
日
の
定
例
議
会
で
の
口

頭
陳
述
を
経
て
、
提
出
し
て
い
た
陳
情
書

を
一
部
訂
正
の
上
、
全
会
一
致
の
「
趣
旨

採
択
」
と
な
っ
た
。

　

こ
の
請
願
活
動
は
、
国
の
難
病
助
成
制

度
に
、
2
0
1
5
年
1
月
よ
り
新
た
に
「
重

症
度
基
準
」
が
導
入
さ
れ
、
難
病
認
定
患

者
で
あ
っ
て
も
こ
の
基
準
で
「
軽
症
」
と

認
定
さ
れ
る
と
医
療
費
助
成
の
対
象
か
ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　 
　                                 　　                   　                                   
　　　　　　　　　難病患者の医療費助成制度の改善を求める意見書

　平成 26 年 5 月に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が成立し、平成 27 年 1 月
から難病に係る新たな医療費助成制度が施行された。これにより、医療費助成の対象となる
疾病が大幅に拡大されたほか、従来は外来と入院の違いによって分けられていた自己負担上
限額について、その区別を廃止するなどの改善が行われた。その一方で、重症患者等の自己
負担上限額の引き上げや医療費助成に係る認定要件の追加なども行われ、原則として、「軽症」
者が医療費助成の対象外となった。'
　加古川健康福祉事務所管内においても、令和元年度 ( 令和 2 年 1 月末現在 ) では認定者が
3,118 名であり、そのうち加古川市では 1,934 名が認定されている。法改正の影響について、
平成 27 年度からの推移をみると、経過措置期間が終了した平成 29 年度に同管内では 81 名、
加古川市では 42 名の認定者減となっている。その後、認定者数は増加傾向であるものの、
申請を断念している患者もいると推測される。
　今後の課題として、第一に判定基準の柔軟な見直しが挙げられる。さらに、軽症と診断さ
れたとしても継続的な医療提供が必要な疾患への対処、対象となる難病の拡充も挙げられる
が、同時に財政とのバランスをとっていかなければ、制度自体の持続可能性が失われること
も考えられる。
　「難病の患者に対する医療等に関する法律」は施行後 5 年以内を目途に見直しに向けた検
討を行うことになっており、現在も厚生労働省の難病対策委員会やワーキンググループにお
いて重症度基準の見直しも議論をされているところであるが、国におかれては上記の課題と
財政バランスを踏まえて助成の対象を拡充するよう、同法の改善を求める。

　以上、地方自治法第 99 条の規定により意見書を提出する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　2020 年（令和 2 年）3 月 9 日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　加古川市議会

加古川市議会から国に対して提出された意見書。高砂市議会からも同様の内容の意見書が提出された

外
れ
て
し
ま
う
取
り
扱
い
と
な
っ
た
こ
と

か
ら
、
「
軽
症
」
者
を
含
め
た
す
べ
て
の

難
病
認
定
患
者
を
助
成
の
対
象
と
す
る
よ

う
求
め
て
い
た
も
の
。
協
会
各
支
部
で
同

様
の
取
り
組
み
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
こ

れ
ま
で
に
明
石
市
・
小
野
市
・
加
東
市
・

川
西
市
・
宝
塚
市
・
豊
岡
市
お
よ
び
猪
名

川
町
の
６
市
１
町
議
会
で
採
択
が
さ
れ
て

い
る
。

　

難
病
法
は
施
行
後
5
年
以
内
を
目
途
に

見
直
し
に
向
け
た
検
討
を
行
う
こ
と
に

な
っ
て
お
り
、
現
在
、
厚
労
省
の
難
病
対

策
委
員
会
で
見
直
し
の
議
論
が
進
め
ら
れ

て
い
る
が
、
現
時
点
で
「
重
症
度
基
準
」

の
見
直
し
に
つ
い
て
は
議
論
が
行
わ
れ
て

い
な
い
。
今
後
も
「
軽
症
」
者
を
含
め
た

す
べ
て
の
難
病
患
者
が
費
用
等
の
心
配
な

く
早
期
受
診
で
き
る
よ
う
、
厚
労
省
の
難

病
法
見
直
し
に
向
け
た
議
論
の
動
向
を
注

視
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

☆支部幹事会だより☆

　　◆お問い合わせは、TEL 078-393-1840　FAX 078-393-1820 　担当：山田まで◆

< 組織現勢（2 月末）>　　

　　加古川市・加古郡：　医科 182 人　/　歯科 107 人
　　高砂市　　　　　：　医科   54 人　/　歯科    36 人

3 月１９日（木）１９時 ～ 　於：加古川商工会議所地下１階 

< 報　告 >　組織現勢、医療情勢、国の難病医療費助成制度の
改善求める請願、今後の支部企画（審査指導対策研究会など）
について討議しました。



（２）２０２０年４月２５日（毎月３回５・１５・２５日発行）　　兵庫保険医新聞　　（昭和４３年６月１２日第三種郵便物認可）　号外（年間購読料 12,000 円）

　日　時 ：3月19日 (土 ) 15 時～ 17時

　会　場 ：西宮市立勤労会館 8階会議室

　テーマ ：「医事紛争を避けるために」
　講　師 ：米田泰邦法律事務所

　　　　　　　弁護士　鵜飼 万貴子　先生

　司　会 ：西宮市・半田医院　半田 伸夫　先生

　

４
月
10
日
、
厚
労
省
よ
り
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
係
る
臨
時
的
な
取
り

扱
い
の
新
た
な
通
知
が
発
出
さ
れ
た
。
新

た
に
示
さ
れ
た
取
扱
い
は
主
に
次
の
通

り
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

１
．
定
期
受
診
患
者
以
外
の
患
者
に
対
し

て
初
診
か
ら
電
話
等
に
よ
る
診
療
を
実
施

し
た
場
合

⑴　

患
者
か
ら
電
話
に
よ
る
診
療
の
求
め

を
受
け
、
電
話
に
よ
る
診
療
に
よ
り
診
断

や
処
方
が
医
師
の
責
任
の
下
で
医
学
的
に

可
能
で
あ
る
と
判
断
し
た
場
合
は
、
電
話

に
よ
る
初
診
に
よ
り
、
診
断
・
処
方
が
可

能
（
た
だ
し
、
麻
薬
・
向
精
神
薬
は
処
方

不
可
）
。

⑵　

診
察
の
費
用
は
、
初
診
料
の
注
２
に

規
定
す
る
点
数
（
２
１
４
点
）
を
算
定
す

る
。
（
診
療
所
で
も
算
定
可
）

⑶　

過
去
の
カ
ル
テ
等
に
よ
り
患
者
の
基

礎
疾
患
が
把
握
で
き
な
い
場
合
は
、
処

方
日
数
は
７
日
間
を
上
限
と
す
る
。
こ
の

場
合
は
、
B
0
0
8
薬
剤
管
理
指
導
料
の

「
１
」
に
規
定
す
る
薬
剤
（
抗
悪
性
腫
瘍
剤
、

免
疫
抑
制
剤
等
）
の
処
方
は
で
き
な
い
。

⑷　

院
内
処
方
の
場
合
は
、
調
剤
料
、
処

方
料
、
調
剤
技
術
基
本
料
、
薬
剤
料
の
う

ち
、
該
当
す
る
も
の
を
算
定
す
る
。

⑸　

院
外
処
方
の
場
合
は
、
処
方
箋
料
を

算
定
す
る
と
と
も
に
下
記
対
応
を
行
う
。

①　

患
者
が
電
話
等
に
よ
る
服
薬
指
導
等

　

を
希
望
す
る
場
合
は
、
処
方
箋
の
備
考

　

欄
に
「
０
４
１
０
対
応
」
と
記
載
し
、

　

患
者
の
希
望
を
得
て
希
望
す
る
薬
局
に

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
情
報
を
送
付
す
る
。

②　

①
の
際
は
処
方
箋
を
Ｆ
Ａ
Ｘ
等
で
送

新
型
コ
ロ
ナ
に
係
る
診
療
報
酬
の
新
し
い
特
例
が
発
表

　

電
話
で
初
診
や
指
導
管
理
を
行
っ
た
場
合
の
取
り
扱
い
を
明
示

付
し
た
薬
局
名
を
カ
ル
テ
に
記
載
す
る
。

③　

後
日
、
処
方
箋
の
原
本
を
薬
局
に
郵

　

送
等
で
送
付
す
る
。

④　

過
去
の
カ
ル
テ
等
に
よ
り
患
者
の
基

　

礎
疾
患
を
把
握
で
き
な
い
場
合
は
そ
の

　

旨
を
処
方
箋
の
備
考
欄
に
明
記
す
る
。

⑹　

初
診
か
ら
電
話
に
よ
る
診
療
を
行
う

こ
と
が
適
し
て
い
な
い
症
状
や
疾
患
等
、

生
じ
る
恐
れ
の
あ
る
不
利
益
、
急
病
急
変

時
の
対
応
方
針
等
に
つ
い
て
、
医
師
か
ら

患
者
に
情
報
提
供
及
び
説
明
し
た
上
で
、

説
明
内
容
を
カ
ル
テ
に
記
載
す
る
。

⑺　

２
回
目
以
降
の
診
療
を
電
話
に
よ
り

行
う
場
合
に
つ
い
て
も
、
上
記
⑴
～
⑹
に

沿
っ
て
行
う
。

２
．
慢
性
疾
患
を
有
す
る
定
期
受
診
患
者

に
対
し
て
電
話
等
に
よ
る
指
導
管
理
を

行
っ
た
場
合

　

以
前
よ
り
、
対
面
診
療
に
お
い
て
診
療

計
画
等
に
基
づ
き
療
養
上
の
指
導
管
理
を

行
い
、
「
情
報
通
信
機
器
を
用
い
た
場
合
」

が
注
に
規
定
さ
れ
て
い
る
管
理
料
等
（
特

定
疾
患
療
養
管
理
料
、
小
児
科
療
養
指
導

料
、
て
ん
か
ん
指
導
料
、
難
病
外
来
指
導

管
理
料
、
糖
尿
病
透
析
予
防
指
導
管
理
料
、

地
域
包
括
診
療
料
、
認
知
症
地
域
包
括
診

療
料
、
生
活
習
慣
病
管
理
料
）
を
算
定
し

て
い
た
患
者
に
対
し
て
、
電
話
再
診
に
よ

り
診
療
計
画
等
に
基
づ
く
指
導
管
理
を
行

う
場
合
は
、
特
定
疾
患
療
養
管
理
料
の
「
２
．

許
可
病
床
数
が
１
０
０
床
未
満
の
病
院
の

場
合
」
の
点
数
（
１
４
７
点
）
を
月
1
回

に
限
り
算
定
す
る
。（
診
療
所
で
も
算
定
可
）

３
．
電
話
に
よ
る
診
療
を
行
う
場
合
の
患

者
の
被
保
険
者
証
の
確
認
に
つ
い
て　

⑴　

電
話
に
よ
る
診
療
を
行
う
場
合
は
、

下
記
の
い
ず
れ
か
の
方
法
に
よ
り
、
受
給

資
格
の
確
認
を
行
う
。

①　

当
該
患
者
の
被
保
険
者
証
の
写
し
を

　

Ｆ
Ａ
Ｘ
で
医
療
機
関
に
送
付
す
る
。

②　

被
保
険
者
証
を
撮
影
し
た
写
真
の
電

　

子
デ
ー
タ
を
電
子
メ
ー
ル
に
添
付
し
て

　

医
療
機
関
に
送
付
す
る
。

⑵　

上
記
に
示
す
方
法
に
よ
る
本
人
確
認

が
困
難
な
患
者
に
つ
い
て
は
、
氏
名
、
生

年
月
日
、
連
絡
先
、
保
険
者
名
、
保
険
者

番
号
、
記
号
、
番
号
等
の
被
保
険
者
証
の

券
面
記
載
事
項
を
電
話
で
確
認
す
る
。

　

３
月
26
日
、
青
木
裕
加
支
部
幹
事
（
高

砂
市
・
魚
川
医
院
）
が
ラ
ジ
オ
関
西
番
組

「
寺
谷
一
紀
と 

い
・
し
ょ
く
・
じ
ゅ
う
！
」

内
の
協
会
提
供
コ
ー
ナ
ー
「
医
療
知
ろ

う
！
」
の
最
終
回
に
出
演
。
「
在
宅
医
療

に
つ
い
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
在
宅
医
療
に

関
す
る
様
々
な
疑
問
・
質
問
に
答
え
た
。

　

ラ
ジ
オ
で
は
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
の
寺
谷

一
紀
氏
が
、
「
在
宅
医
療
は
医
療
費
が
高

い
と
聞
き
ま
す
が
ど
う
な
の
で
し
ょ
う

か
」
「
ど
の
よ
う
な
方
が
訪
問
診
療
を
受

け
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
」
な
ど
、
在
宅

医
療
に
ま
つ
わ
る
疑
問
を
青
木
先
生
に
質

問
す
る
形
で
進
行
。
青
木
先
生
は
、
在
宅

医
療
は
24
時
間
多
職
種
連
携
の
医
療
が
受

け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
入
院
・
入
所
に
比
べ

れ
ば
高
く
は
な
い
こ
と
、
訪
問
診
療
は
運

動
機
能
低
下
で
通
院
が
難
し
い
ケ
ー
ス

や
、
急
性
期
病
院
へ
入
院
す
る
ほ
ど
で
は

な
い
が
病
状
が
重
く
施
設
で
の
受
け
入
れ

も
難
し
い
よ
う
な
ケ
ー
ス
が
適
応
と
な
る

こ
と
な
ど
、
在
宅
医
療
に
つ
い
て
分
か
り

や
す
く
解
説
し
た
。

　

「
医
療
知
ろ
う
！
」
の
コ
ー
ナ
ー
は

2
0
1
9
年
10
月
か
ら
2
0
2
0
年
3
月

ま
で
毎
週
木
曜
日
に
ラ
ジ
オ
関
西
で
放
送

し
て
い
た
番
組
で
、
過
去
放
送
分
は
番
組

ブ
ロ
グ
や
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
動
画

で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ぜ
ひ
ご
覧
い
た

だ
き
た
い
。

青木先生 ( 左 )、パーソナリティの寺谷一紀氏 ( 中央 ) とアシスタ

ントの犬塚あさな氏 (右 )が在宅医療について分かりやすく解説

ラ
ジ
オ
関
西
「
医
療
知
ろ
う
！
」
に
青
木
支
部
幹
事
が
出
演

  

在
宅
医
療
に
つ
い
て
の
疑
問
に
分
か
り
や
す
く
回
答


